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・子育て・親介護などの家庭事情等により時間や場所に制約のある者
・高度な職業能力を有し、自らの裁量で労働時間の配分等を行うことで創造的に働くことができる者
・国際的な業務において時差に関係なくリアルタイムのコミュニケーション対応が必要な者
・職務内容を明確に定められ、時間ベースではなく成果ベースで働く者 等

・意欲と能力のある個人の全員参加
・高度外国人材をはじめ優秀な人材が働きやすい環境の構築
・ＩＴなどの技術革新も踏まえた労働生産性（効率性・付加価値生産性）の向上
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（１）基本的な考え方
・業務遂行・健康管理を自律的に行おうとする個人が対象
・一定の要件を前提に、時間ではなく、成果ベースの労働管理
・職務内容（ジョブ・ディスクリプション）の明確化は前提要件
・目標管理を活用し、職務内容・達成度、報酬などを明確にした労使双方の契約とし、
業務遂行の自由度を拡大

→職務内容・達成度の明確化とペイ・フォー・パーフォーマンスを基本とする
「創造性を発揮できるような弾力的な働き方が可能な労働時間制度」を構築すべき

２．新たな労働時間制度の創設

Ⅱ：個人の意欲と能力を最大限に活用するための新たな労働時間制度

１．働き方改革の目標と働き方に対する新たなニーズ

【働き方改革の目標】

【働き方に対する新たなニーズ（例）】

Ⅰ：「働き過ぎ」防止の総合対策

・働き過ぎ防止に真剣に取り組むことが「働き方改革」の前提。
・問題のある企業を峻別して労働基準監督署による監督指導の徹底が必要。
・公務員の率先垂範による長時間労働是正の取組み。



【Ａタイプ（労働時間上限要件型）】 【Ｂタイプ（高収入・ハイパフォーマー型）】

対象 ・国が示す対象者の範囲の目安を踏まえ、労使
合意を要する（職務経験が浅い、受注対応等、
自己で管理が困難な業務従事者は対象外）。

・本人の希望選択に基づき決定。

・高度な職業能力を有し、自律的かつ創造的
に働きたい社員（対象者の年収下限要件
（例えば概ね１千万円以上）を定める）。

・本人の希望選択に基づき決定。

労働
条件
・

報酬
等

・労働条件の総枠決定は法律に基づき、労使合
意で決定（年間労働時間の量的上限等は国が
一定の基準を示す）。

・期初に職務内容を明示し、業務計画や勤務計
画を策定。不適合の場合、通常の労働管理に
戻す等の措置。

・報酬は労働時間と峻別し、職務内容と成果等を
反映（基本はペイ・フォー・パーフォーマンス）

・労働基準法と同等の規律がある場合、現行の
労働時間規制等とは異なる選択肢を提示し、労
使協定に基づく柔軟な対応可。

・期初に職務内容や達成度・報酬等を明確化。

・職務遂行手法や労働時間配分は個人の裁
量に委ねる。

・仕事の成果・達成度に応じて報酬に反映。
（完全なペイ・フォー・パフォーマンス）

・（成果未達等により）年収要件に不適合の場
合は通常の労働管理に戻す等の措置。

健康
確保

・健康管理時間を厳格に把握し、健康確保措置。 ・就労状況を把握し、健康管理に活用。

導入
企業

・当初は過半数組合のある企業に限定。

・導入企業は労基署に労使協定等を届出（罰則
等の履行確保措置を法律に規定）。

・当初は過半数組合のある企業に限定。

・導入企業は労基署に届出（罰則等の履行確
保措置を法律に規定）

２．新たな労働時間制度の創設

（２）制度のイメージ



３．既存制度の見直し

・子育て・親介護のニーズに応えるため、新たな労働時間制度の結論を待つことなく、企
画型裁量労働制やフレックスタイム制の拡充などの見直しに加え、在宅勤務やテレワー
クといった既存制度を見直し、明確なＫＰＩを設け、導入に向けた取組みを進めるべき。

我が国の働き方のルールの不透明性等が、新たな雇用創出の障害となるだけなく、労働者が公平・公
正に扱われていない等の問題を解消するために、紛争解決手段や救済措置の選択肢の拡大を図る。

Ⅲ：予見可能性の高い紛争解決システムの構築

・紛争解決システムの分析・整理・公表
－「労働審判」、「あっせん」、訴訟における「和解」の分析・整理とその活用のためのツール整備

・解決手段・救済措置の選択肢拡大：金銭救済システム・仲裁の仕組みの検討
－金銭救済の仕組みは欧州各国では広く導入。労働者から見て、選択肢の拡大及び不公正な解
雇横行の歯止めとなるため、日本の実情を踏まえたシステム創設に向けて検討スケジュールを明
示して具体化すべき。

米国 英国 ドイツ フランス イタリア スペイン
デン
マーク

シンガ
ポール

香港 韓国
オースト
ラリア

日本

復職に代
わる金銭
給付命令
の可否

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ×

（参考）：主要国の解雇紛争における金銭救済制度

（出典）：産業競争力会議第９回雇用・人材分科会 フレッシュフィールズブルックハウスデリンガー法律事務所資料から抜粋
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Ⅳ：多様な正社員の普及・拡大

Ⅴ：「世界トップレベルの雇用環境」の実現に向けた実行体制づくり

・多様な正社員を広く普及・拡大させるために明確なモデルを確立する。モデルは、処
遇の決め方、転換制度の設計方法等の情報を的確に整理する。その際、諸外国の事例
も参考に、高度なプロフェッショナルとして活躍するようなモデルも提示する。

・合わせて、ジョブ・カードの抜本見直し、キャリア・コンサルティングの体制整備等と
も連動させ、「職務・能力を明確にし、キャリアを大切にするシステムへの変革」図る。

・最終的には、労使双方が互いの権利義務関係を明確にする契約社会に相応しい行動様
式を確立させる。このため、単なる普及啓発策にとどまらない、多様な正社員の導入
の拡大が実現するよう、実効性のある方策を早急に講ずる。

・『成長戦略進化のための今後の検討方針』（平成26年１月）を踏まえ、「世界トップ
レベルの雇用環境」を実現するために、今後の数年間を集中改革期間と位置付ける。

・個別労働法制などについては、従来通り、労働政策審議会にて審議を行う。
・一方、世界および我が国社会の雇用・労働環境が大きく変化していることを踏まえ、現
場の実態や多様な意見を取り込んだ形で議論を行うために、政府として、雇用改革を成
長戦略の重要な柱として位置づけ、経済政策と雇用政策を一体的・整合的に捉えた総理
主導の政策の基本方針を策定する新たな会議を設け、雇用・労働市場改革に取り組む。
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個人と企業の成長のための新たな働き方 

～多様で柔軟性ある労働時間制度・透明性ある雇用関係の実現に向けて～ 

※本ペーパーは民間議員の意見を踏まえ、主査の責任のもと取り纏めたものである。 

 

2 0 1 4 年 4 月 2 2 日 

産業競争力会議 雇用・人材分科会 

主 査  長 谷 川 閑 史 
 

○「世界トップレベルの雇用環境」を実現するためには、グローバル化の更なる進展

や少子・高齢化、人口減少社会の本格的到来の中で、時代や個人の価値観・ニーズ

の変化に対応し、グローバルに通用する「働き方改革」に早急に取り組むことが求

められている。 

○過去の労働改革においては、働き過ぎやそれに伴う過労死、なかんずく法令の主旨

を尊重しない企業の存在のために、前向きな議論や検討が妨げられてきたケースも

ある。そのため、働き過ぎ防止や法令の主旨を尊重しない企業の取締りなどを徹底

したうえで、経済成長に寄与する優良かつ真面目な個人や企業の活動を過度に抑制

することのないような政策とすることが重要である。 

 

 

Ⅰ．「働き過ぎ」防止の総合対策 

 

○「働き方改革」を進めるにあたっては、働き過ぎ防止に真剣に取り組むことが改

革の前提となる。同時に、無駄な業務の削減をはじめ、時間当たり生産性を高め

るための効率的な業務運営を確立し、創造的な成果を実現していくことが期待さ

れる。 

 

（法令の主旨を尊重しない企業の取締りの強化） 

○まずは、長時間労働を強要するような企業が淘汰されるよう、問題のある企業を

峻別して、労働基準監督署による監督指導を徹底する（労働時間の実績に関わる

情報開示の促進など）。本来、経済成長に寄与する優良かつ真面目な個人・企業

の活動を過度に抑制する制度は好ましくなく、労働法制においても、企業・行政

からの情報開示を促したうえで、過度な事前規制型から事後監視型への転換して

いくべきである。そのため、例えば、ハローワークにおける企業からの求人の掲

示に当っては、従業員の定着率や残業時間のデータ開示を要することを検討すべ

きである。また、ハローワーク機能の一部地方・民間開放等を大幅に進めている

現在の政策の方向性を鑑み、労働行政全体の人員配置を見直すことで、諸外国に

比べ大幅に不足している労働基準監督のための人員を強化すべきである。 

 

（公務員の率先垂範） 

 ○民間企業に対し働き過ぎ防止を要請するのと同様に、公務員も率先垂範し長時間

労働是正に取り組むべきであることは論をまたない。国家公務員は労働基準法の

平成 26 年 4 月 22 日 

第 4 回経済財政諮問会議・ 

産業競争力会議合同会議 

長谷川主査提出資料 
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適用から除外されているが、残業の実態及びそのうちの「サービス残業」（労働

基準法を仮想的に適用した場合）の割合等の状況を公表するとともに、原因分析

と改善の計画を立てる取組みを検討すべきである。 

 

 

Ⅱ.個人の意欲と能力を最大限に活用するための新たな労働時間制度 

 
１． 働き方改革の目標と働き方に対する新たなニーズ 

 

【働き方改革の目標】 

 

 意欲と能力のある働く個人（男性・女性、若者、高齢者など）の全員参加 

 高度外国人材をはじめ優秀な人材が働きやすい環境の構築 

 IT などの技術革新も踏まえた労働生産性（効率性・付加価値性）の向上 

 

【働き方に対する新たなニーズ】（例） 

 

 子育て・親介護といった家庭の事情等に応じて、時間や場所といったパフォーマ

ンス制約から解き放たれてこれらを自由に選べる柔軟な働き方を実現したいとす

るニーズ。特に女性における、いわゆる「マミー・トラック」問題の解消。（3／14 女

性活躍主査ペーパー） 

 優れたスキルや専門知識・経験に基づく高度な職業能力を有し、自らの裁量で

労働時間の配分等を行うことで創造的に働くことのできる者（プロフェッショナル・

ハイパフォーマー）について、労働時間に捉われない自由度の高い働き方をす

るニーズ。（12／26 雇用人材中間整理） 

 グローバル化の進展に伴い、国際的な業務において時差に関係なくリアルタイム

のコミュニケーションに対応した働き方のニーズ。（グローバル企業・人材） 

 職務等に限定のある「多様な正社員」など、裁量労働制の対象外だが職務内容

を明確に定められる者（ex.営業職）について、労働時間ベースではなく、ジョブ・

ディスクリプションに基づき、成果ベースでワーク・ライフ・インテグレーションの下

で働くニーズ。 

 

○上記のような働き方に対する新たなニーズに対応し、目標を達成するためには、一

律の労働時間管理がなじまない働き方に適応できる、多様で柔軟な新たな労働時間

制度等が必要である。したがって、多様な個人の意思や価値観・ライフスタイル等

に応じて柔軟に選択できる、職務内容・達成度等の明確化とペイ・フォー・パーフ

ォーマンスを基本とする「創造性を発揮できるような弾力的な働き方が可能な労働

時間制度」を構築すべきである。 

○このような新たな労働時間制度を創設することにより、上記のような状況の下で、

意欲と能力があっても、現在の労働時間制度の下で不本意な待遇・働き方を選択す

ることを余儀なくされている人々に、その意欲と能力に相応しい労働条件が提供さ

れる新たな選択肢を提供する。 
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２. 新たな労働時間制度の創設 

 

（１） 基本的な考え方 

 

○多様で柔軟な働き方を可能にするため、新たな労働時間制度を創設する。 

○新たな労働時間制度は、業務遂行・健康管理を自律的に行おうとする個人を対

象に、法令に基づく一定の要件を前提に、労働時間ベースではなく、成果ベー

スの労働管理を基本（労働時間と報酬のリンクを外す）とする時間や場所が自

由に選べる働き方である。 

○また、職務内容（ジョブ・ディスクリプション）の明確化を前提要件とする。

目標管理制度等の活用により、職務内容・達成度、報酬などを明確にして労使

双方の契約とし、業務遂行等については個人の自由度を可能な限り拡大し、生

産性向上と働き過ぎ防止とワーク・ライフ・インテグレーションを実現する。 

○また、成果ベースで、一律の労働時間管理に囚われない柔軟な働き方が定着す

ることにより、高い専門性等を有するハイパフォーマー人材のみならず、子育

て・親介護世代（特に、その主な担い手となることの多い女性）や定年退職後

の高齢者、若者等の活用も期待される。 

 

（２） 制度のイメージ 

 

① Ａタイプ（労働時間上限要件型） 

（対象者） 
 対象者については、国が示す対象者の範囲の目安を踏まえ、労使合意を要する

ものとする。その際、国が示す対象者の範囲の目安としては、職務経験が浅い

など、労働時間を自己の能力で管理できない者や、随時の受注に応じて期日ま

でに履行するなど、労働時間を自己の裁量で管理することが困難な業務に従事

する者は、対象とすることができないものとする。 

 利用者は、上記対象者の範囲内で、本人の希望選択に基づき決定されるものと 

し、本制度の選択または不選択は、昇進その他処遇に不利益にならないように 

する。 

（労働条件の総枠決定） 

 対象者の労働条件の総枠決定は、法律に基づき、労使合意によって行う。一定

の労働時間上限、年休取得下限等の量的規制を労使合意で選択する。この場合

において、強制休業日数を定めることで、年間労働時間の量的上限等について

は、国が一定の基準を示す。 

（職務内容等の提示） 

  使用者は、新制度の利用者に対して、期初にその職務内容（ジョブ・ディスク  

リプション）及びその達成目標を提示する。 

（ＰＤＣＡサイクル） 

 利用者は、期初に、使用者から示された職務内容（ジョブ・ディスクリプショ

ン）及びその達成目標等に基づき、目標達成のための業務計画や勤務日等の勤

務計画を策定し、上長の承認を受けるものとする。 
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 期末等において、就労実績をチェックし、健康管理時間が守れない等の労使で

合意した労働条件の総枠に対して不適合等の場合は、利用者当人を通常の労働

時間管理等に戻すなど所要の見直しを講じる。 

（健康管理の厳格な実施） 

 使用者は、健康管理時間を厳格に把握し、あらかじめ定めた条件に該当した場

合には、問診票の提出、産業医の診察等の健康確保のための措置を講ずるもの

とする。 

（労働時間と報酬の峻別） 

 利用者に対する報酬は、労働時間とは峻別して、その職務内容や目標達成度等

を反映して適切に行うものとし、創造的・効率的に業務を行うことに対し誘因

となるような、ペイ・フォー・パフォーマンスの柔軟な対応を可能にする。 

 新制度の対象者には、労働基準法の考え方を前提とし、これと同等の規律があ

る場合には、現行の労働時間規制等とは異なる選択肢を示し、労使協定に基づ

く柔軟な対応を可能にする。 

（導入企業） 

 導入には一定の試行期間を設け、当初は過半数組合のある企業に限定する。 

 なお、労働基準の適切な監督のため、新制度を導入する企業は、労働基準監督

署に届出を行うものとするほか、報告徴求、立入検査、改善命令、罰則等の履

行確保の措置を法律に規定するものとする。 

 

 

② Ｂタイプ（高収入・ハイパフォーマー型） 

（対象者） 

 対象者は、高度な職業能力を有し、自律的かつ創造的に働きたい社員が、任

意に本制度の利用を選択する（本人希望の尊重）。ただし、本制度を選択し、

または選択しないことをもって昇進などに不利益を受けないものとする。 

 対象者の年収下限の要件（例えば概ね１千万円以上）を定める。 

（職務内容・報酬等） 

 使用者は利用者に対して期初に、職務内容（ジョブ・ディスクリプション）及びその達

成目標を提示し、その達成度および報酬等を予め明確する。報酬は、成果・業績給

のウエイトの高い報酬体系を適用し、仕事の達成度、成果に応じて反映する。 

 職務遂行手法や労働時間配分等は個人の裁量に委ね、柔軟な対応を可能とする。 

（ＰＤＣＡサイクル） 

 利用者の成果がふるわない等により年収要件に達しない場合は、通常の労働時間

管理に戻す等の必要な見直しを行う。 

（健康確保等） 

 使用者は利用者の就労状況を把握し、取得した情報は産業医面談、健康診断受診

等の健康管理に活用する。 

（導入企業） 

 導入においては一定の試行期間を設け、当初は過半数組合のある企業に限定。 
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 なお、労働基準の適切な監督のため、新制度を導入する企業は、労働基準監督

署に労使協定その他届出を行うものとするほか、報告徴求、立入検査、改善命

令、罰則等の履行確保の措置を法律に規定するものとする。 

 

○以上、新たな労働時間制度については、早期に全国一律での展開が不可能な場合に

は、国家戦略特区や企業実証特例にて速やかに検討を行うことも一案である。 

 

３．既存制度の見直し（企画型裁量労働制、フレックスタイム制） 

 

○企画型裁量労働制、フレックスタイム制の拡充などの見直し（在宅勤務のニーズ

を踏まえた特例措置の検討）をすべきである。フレックスタイム制については、

例えば、始業・終業時刻に加え、出勤日も労働者に委ねたり、１か月を超えた期

間の清算期間を定めたりすることを可能とする等の見直しの検討を行う。また、

深夜・割増賃金規制を、例えば、本人都合で在宅勤務を希望する場合に限り、所

定労働時間内という制限の下で緩和していくべきである。これらは、育児中の時

間制約によるハンディキャップを小さくすることにより、女性の活躍推進にも資

するものである。 

○子育て・親介護のニーズに応えるには、新たな労働時間制度の結論を待つことな

く、在宅勤務やテレワークといった既存制度を見直して、その利便性を改善する

ことにより対応可能な部分もあると考えられる。このため、明確なＫＰＩを設け、

導入に向けた具体的取組みを進めることとすべきである。 
○特に、「在宅勤務・テレワーク実証事業」の中では、モデルの類型化・実証を行

う過程を通じて、労働時間制度に関する見直しニーズを幅広く的確に把握し、そ

の検証を適切に行い、早期に制度見直しにつなげていくことが重要である。この

実証実験は、在宅勤務・テレワークを特殊な働き方と捉えるのではなく、常態と

して事業所で勤務する労働者が必要に応じて在宅勤務やテレワークをすること

ができるような環境整備についても念頭に置くべきである。 
 

 

Ⅲ.予見可能性の高い紛争解決システムの構築 

 

○我が国の働き方にかかるルールは極めて不透明であり、それは、新たな雇用創出

や対内直接投資の障害となっているだけでなく、雇用終了において諸外国では考

えられないほどの格差社会を生じさせる原因となっている。これらの諸課題に対

応するため、変容する雇用制度や労働市場も踏まえ、諸外国並みの紛争解決シス

テムを構築する必要がある。 

 

（１）紛争解決システムの分析・整理・公表について 

 

○「労働審判」の解決事例、「あっせん」事例、訴訟における「和解」の分析・整

理およびその結果を活用するためのツール整備については、日本の雇用ルールの

透明性を高める観点から、被雇用者の雇用上の地位、勤続年数、賃金水準、企業
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水準・規模等の各要素と救済金額との関係を明らかにした上で、客観的かつ分か

り易いものとする必要がある。 

○その際、国家戦略特区の「雇用指針」と併せて、外国での英語による情報発信な

ど、効果的な広報を行う。これらについては、検討のスケジュールを明確に定め

て具体化を図る。 

 

（２）解決手段・救済措置の選択肢拡大 

 

○欧米諸国やアジアにおいても制度整備がなされている訴訟判決による金銭救済

の仕組みは、あっせんや和解と異なり、公正かつ客観的なプロセスを経ることか

ら、雇用ルールの透明化に大きく貢献するものである。また、労働者の立場から

見ても、解決手段・救済措置の選択肢が広がり、解決基準が定まれば不公正な解

雇の横行の歯止めともなりうる。逆に、ルールの透明性が不十分な我が国におい

ては、新たな雇用創出の障害となるだけでなく、裁判に訴えられる労働者と訴え

られない労働者が公平・公正に扱われているとは言い難い状況にある。 

○今後、諸外国の制度・運用状況についての検討を踏まえて、日本の実情に応じた

金銭救済システムを創設に向けて、検討スケジュールを明示して具体化を図るべ

きである。 

○仲裁については、現在、将来において生ずる個別労働関係紛争を対象とするもの

は無効とされている。そのため、諸外国において通用していた労働契約が、我が

国においては無効になってしまうという不便を強いられている。例えば、外国に

おいて既に仲裁条項を含む労働契約を締結していた、交渉力の高い外国人から仲

裁合意を解禁し、当該条項を見直すことなく日本においても適用できるようにす

るなど、一定の労働者に限り認めることから始めることも一案である。 

 

 

Ⅳ．多様な正社員の普及・拡大 

 

○中小企業を含めた企業に広く普及させるためには、明確なモデルを確立する必要

がある。モデルは、処遇の決め方、転換制度の設計方法等、導入する企業が必要

とする情報を的確に整理したものとし、その際、正社員と非正社員の間という発

想にとどまらず、諸外国等の働き方も参考にして、高度なプロフェッショナルと

して活躍するようなモデルも提示する。また、職務内容等の限定事項を明示する

こと、就業規則の規定を充実させること等、導入企業が雇用管理上履行すべき点

を整理の上、具体的に明示する。以上の取組を、ジョブ・カードの抜本見直し、

キャリア・コンサルティングの体制整備等とも連動させ、「職務・能力を明確に

し、キャリアを大切にするシステムへの変革」を確実に図る。 

○なお、これらの取組みにおいて最も重要なことは、職務・能力等の明確化であり、

それに基づく処遇や雇用管理のあり方などを明示することである。よって、本来

「ジョブ型」の普及・拡大、また、「メンバーシップ型」であっても可能な限り

職務・能力の明確化を図ることであり、最終的には、労使双方が互いの権利義務

関係を明確にする契約社会に相応しい行動様式を確立させることにある。このた
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め、単なる普及啓発策にとどまらない、多様な正社員の導入の拡大が実現するよ

う、実効性のある方策を早急に講ずるべきである。 

 

Ⅴ．「世界トップレベルの雇用環境」の実現に向けた実行体制づくり 

 

○『成長戦略進化のための今後の検討方針』（平成 26 年１月）を踏まえ、「世界トッ

プレベルの雇用環境」を実現するために、今後の数年間を集中改革期間と位置付け

るべきである。 

○個別労働法制などについては、従来通り、労働政策審議会にて審議を行うこととす

る。一方、世界および我が国社会の雇用・労働環境が大きく変化していることを踏

まえ、現場の実態に鑑み、多様な意見を取り込んだ形で議論を行う必要がある。そ

のため、政府として、雇用改革を成長戦略の重要な柱として位置づけるためにも、

経済政策と雇用政策を一体的・整合的に捉えた総理主導の政策の基本方針を策定す

る新たな会議を官邸に設けるなど、雇用・労働市場改革に取り組むべきである。 

 

以上 



労働時間制度、紛争解決システム、

多様な正社員について

平成２６年４月２２日

厚生労働大臣 田村憲久

平成26年4月22日第4回経済財政諮問会議
・産業競争力会議合同会議厚生労働大臣提出資料



始業・終業時刻
を柔軟にしたい

例：保育所への送り迎え、学校行事

突発的な事態に
対応できるようにしたい

例：子どもの発熱

ニーズ 対応

（１）｢朝型｣の働き方の推進
～夕方に時間ができて男性も育児参加～

（３）テレワークの普及
～どんな仕事でも場所にとらわれない働き方～

「育児・介護の事情がある世帯」の働く人には、「始業・終業時刻の柔軟化」「突発的な事態
への対応」といったニーズがあり、これらのニーズに即した対応が必要。

（２）ﾌﾚｯｸｽﾀｲﾑ制の活用促進
～ライフスタイルに応じて働き方にメリハリ～

１．「育児・介護の事情がある世帯」に対応した柔軟な働き方の推進

１



２

「朝型の働き方」（やむを得ない残業は朝に回して、夕方に退社） 生産性を上げつつ、多様なライフスタイル

▶ 職場全体が「早く帰りやすい」雰囲気に ▶ 男性の育児参加を増やす
▶ 夜に働けない人も、短時間勤務にしなくて済む ▶ 地域の活性化、通勤混雑の緩和も

所定労働 休
憩

所定労働

12:00 13:00 18:009:00

休
憩

フレックス フレックス

保育所へお迎え

保育所へ

朝勤務 休
憩

所定労働所定労働

7:00 12:00 13:00 18:009:00

時間が限られる
効率的に働く

19:00 全社的に一定時刻以降
の残業は原則禁止！

（１） の働き方の推進朝型

ﾒﾘｯﾄ

休
憩

所定労働所定労働朝勤務

7:00 12:00 13:00 18:009:00

保育所へお迎え

所定労働 休
憩

所定労働保育所へ

＜企業の実践例＞



３

【参考１】 ドイツ・イギリスのホワイトカラー正社員との勤務スタイル比較

• 「８時より前」に仕事を始める人 ・・・日本7.0% ドイツ46.7% イギリス20.6%

• 「17時より前」に仕事を終える人・・・日本3.7% ドイツ51.1% イギリス36.7%

ドイツやイギリスは、朝早く仕事を開始し、夕方も早めに仕事を終えるという生活パターン

※武石惠美子「働く人のワーク・ライフ・バランスを実現するための企業・職場の課題」（経済産業研究所・平成23年３月）

【参考３】 Ｙ社ヒアリング結果 ～フレックスタイム制により効率的な働き方ができる環境を整備～

• 午前９時～午後３時半をコアタイム（必ず勤務すべき時間帯）とするフレックスタイム制を導入（本年４月から）

• また、午後８時～翌朝８時の間は上司の特別の承認がなければ勤務できない 効率的な働き方を目指す

【参考２】 Ｘ社ヒアリング結果 ～朝型の働き方を社内ルール化～

• 仕事が残った場合には翌朝勤務するよう意識改革（午後８時以降の残業を原則禁止）

• 午前５時～８時の仕事には、インセンティブとして深夜勤務と同じ割増賃金（50％）を支給

月平均残業時間（実績）が１割減

子育て中の社員が早い時間に帰りやすい雰囲気になったとの声
効
果

朝型の働き方の推進に向けて

① 「労働時間等設定改善指針」※に「朝型の働き方」の趣旨や取組パターンを盛り込むことを検討

※ 「労働時間等設定改善法」に基づく、事業主の取組を促進するための指針

② 好事例の収集・モデル化

「働き方・休み方改善コンサルタント」により企業に情報発信・導入ノウハウの相談援助

③ フレックスタイム制の活用促進（労働基準法改正の検討）【４～５頁に詳細】

「仕事と生活の調和推進官民トップ会議」などの場で、政労使により取組を共有・発信してはどうか。提案



始業・終業時刻を自由に選べる仕組みの構築 柔軟でメリハリのある働き方をいっそう可能に

▶ 育児・介護等の事情があっても、それらと両立した働き方ができる

４

ﾒﾘｯﾄ

労働時間

１か月以内の清算期間

バリバリ働きたい！
（時間外労働にならない）

子どもの学校行事のため早めに帰りたい！
所定労働時間働く必要なし
賃金は減額されない

現行のフレックスタイム制

所定労働時間

【参考2】 フレックスタイム制に不便を感じたことはあるか？

具体的に見直すべき点（M.A）

①清算期間が短い 94.2％

②複数月をまたぐ清算が困難 16.0％

③週休2日制の場合、法定労働時間の

枠を超える月がある 5.6％

平成21年 平成25年 増減

導入企業割合 6.1% 5.0% ▲1.1ﾎﾟｲﾝﾄ

適用労働者割合 8.5% 7.9% ▲0.6ﾎﾟｲﾝﾄ

※就労条件総合調査 平成19年以前は調査対象企業が異なる。

【参考1】 フレックスタイム制の導入状況

労働者 事業場

ある 15.1% 47.9%

ない 81.9% 46.7%

※ＪＩＬＰＴアンケート調査（平成25年10月）

労働者が始業時刻・終業時刻を自由に決める制度。
一定の期間（清算期間）をとおして労働時間が週平均40時間の「枠」に収まれば、時間外労働にならない。

※ドイツでは、労使合意により労働時間を口座に貯蓄する仕組みがあり、日本のフレックスタイム制に近いものもある。

（２） ックスタイム制の活用促進フレ



５

① 清算期間の延長など、いつ・どのくらい働くかの選択肢の拡大 現行：清算期間は1か月が上限。

フレックスタイム制の見直しの検討
（労働基準法改正の検討）

休
憩

勤務勤務

12:00 13:00 18:009:00

16:00
休
憩

勤務勤務

子どもの
学校行事
のため
早く退社

8:00
休
憩

勤務勤務

11:00

休
憩

勤務勤務

月

火

水

木

金

休
憩 勤務

勤
務

急に子どもが発熱！
病院へ行ってから出社

育児・介護に関する

突発的な出来事
様々な予定

への対応が可能に

フレックスタイム制の活用

短時間勤務にしなくても

育児ができる！

③ 完全週休２日制の場合における、月の法定労働時間の「枠」の特例

現行：完全週休２日制（１日８時間）のもとで所定労働日数が多いと（22～23日）、週平均40時間の「枠」に

収まらない月がある。 ※ 完全週休２日制の導入企業割合：46.0％（平成25年）

② 育児・介護の事情がある人については、清算期間における労働時間が「枠」に達しない場合、

清算の際に「年休を充てることができる仕組み」を今後議論

前日残した仕事は
早朝にカバー

（集中して短時間で）



少なくとも週１回は在宅で働くスタイルの普及 育児や介護等と仕事を両立しやすく

▶ 通勤時間の削減 ▶ 子どもの急な病気等、緊急事態にもすばやく対応

６

（３） ワークの普及 ～分野・企業規模を問わず拡大～テレ

ﾒﾘｯﾄ

例２ 勤務 休
憩

勤務

12:00 13:009:00
通
勤

通
勤

ある一日は
自宅・会社 両方で

16:30

勤務 休
憩

勤務

12:00 13:00 18:009:00
通
勤

通
勤

月・水・金曜日：会社で

火・木曜日：自宅で
例１

勤務 休
憩

勤務

行き帰りの通勤時間
を省くことができる

必要に応じて家事

急な事態
に対応

勤務

早起きして
自宅でテレワーク

支
度

6:00

所定労働時間
の変更 フレックスタイム制

の活用も効果的

早めに退社
保育所に寄って帰る



テレワークの推進に向けて

① を通じて、導入モデルを確立（平成26年度～）

や での導入

業務の内容・目標設定や人事評価といったソフト面
ノウハウを開発・周知

一般管理業務 中小企業

テレワーク実証事業

② により、意欲ある中小企業を応援（平成26年度～）

自宅PCから会社のネットワークに安全にアクセスする機器等を導入しやすく

導入経費の助成

③ について、モデルとなる就業規則を提示（平成26年度～）

所定労働時間の変更が可能となれば、テレワークで働く人が突発的な事態に対応可能に

所定労働時間の変更

分野・企業規模を問わず、誰でもテレワークができるような

「ノウハウ」「設備」「社内の制度」の整備

７

＜現状＞
研究・開発・設計部門

大企業

＜週1日以上終日在宅で働く雇用型在宅型テレワーカー＞

2013（平成25）年 4.5% 政府目標：2020（平成32）年までに10%が中心テレワークは

ポイント



（参考）「多様な働き方」の実現、「働きすぎ」の改善のための改革検討項目

（１）「多様な働き方」を通じた生産性向上 ～企画業務型裁量労働制の見直し～

（２）「働きすぎ」の改善 ～長時間労働の抑制策～

８

※ 「一部の事務職・研究職等に適した労働時間制度」についても労使から様々な意見
※ このほか、フレックスタイム制の活用促進を検討【再掲】

※ このほか、年次有給休暇の取得促進を検討

主な項目 ＜現行＞

ホワイトカラーの働き方の変化に対応した
対象業務の見直しを検討

対象業務は、「事業の運営に関する事項についての企画、
立案、調査及び分析の業務」。

手続の簡素化を検討 事業場ごとの労使委員会における決議・届出。
６か月以内ごとに１回、健康確保措置の実施状況等の報告。

健康確保措置の充実を検討 健康確保措置の内容は、事業場の労使委員会で決議。

１

２

３

主な項目 ＜現行＞

時間外労働に対する割増賃金率の在り方
を検討

時間外労働に対しては25％以上、月60時間超の時間外労働
に対しては50％以上（中小企業は、当分の間、適用猶予）の
割増賃金支払を義務づけ。

労働時間の量的上限、勤務間インターバル
を検討

三六協定による時間外労働には限度基準（１か月45時間、
１年360時間等）が定められているが、特別条項付きの協定に
より、限度基準を超えて働かせることが可能。

※EU諸国で導入されている「１日につき連続11時間の休息」
といった「勤務間インターバル規制」はない。
（労使の自主的な取組例も少ない。）

１

２



２．予見可能性の高い紛争解決システム

９

○労働審判事例等の分析（「今後の検討方針」（本年１月競争力会議決定）に即した対応）

◆ 労働局におけるあっせんについて分析・整理を実施。労働審判、裁判における和解事案についても、
法務省を通じ裁判所と調査方法等について調整中。

相談件数： 51,515件
あっせん申請件数：

1,904件

８割以上で100万円未満
※10万円以上20万円未満
が24.9%で最も多い

※一部労働局での悉皆調査

新受件数： 1,735件
調停成立： 1,282件

約５割の事案で100万円未満
※1,000万円を超える事案も
存在

※アンケート調査

新受件数： 1,026件
終局事案： 963件
うち和解：482件
うち判決：343件

約７割の事案で100万円超
※50万円を下回る事例の一
方、１億円超の事例も存在

※アンケート調査

個別労働紛争解決制度

総合労働相談に加え、都道府県労働局長が求め
に応じ、助言、指導、あっせんを実施（H13年度～）

労働審判
裁判所において、裁判官と労働関係の専門的な
知識経験を有する労働審判員が、原則３回以内
の期日で迅速な紛争処理を実施（H18年度～）

裁判
究極的な民事紛争の解決手段

件数（解雇関係）
既存の解決金額状況
に係る調査結果

◆ 諸外国における仲裁合意等の関係制度、運用状況について、雇用システムと併せて調査を実施。

直近の状況について、
調査、分析・整理を実施

法務省を通じ裁判所と
調査方法等を調整中

○ 日本では、景気後退期に、新規採用の削減や休業、配置転換・出向等の手段を尽くしてもなお雇用を終了せざるを得ない場
合、整理解雇に至る前に、労使協議の上で、退職金の割増による早期退職者の募集や退職勧奨が行われる傾向が、大企業
を中心に見られる。
※企業規模別退職一時金割増の状況（人事院「民間企業退職給付調査（平成24年）」、45歳退職のケース）

1,000人～ 50～99人

希望退職制度 2.67倍 1.40倍

早期退職優遇制度 1.94倍 1.45倍

※希望退職募集時に退職一時金の割増を行う企業は、
「1,000人～」では94.4％、「50～99人」では83.3％

※早期退職優遇制度のある企業は、
「1,000人～」では43.9％、「50～99人」では5.2％



▶ 26年度事業として、 に、専門性の高い高度人材を含む多様な正社員のモデル
となる好事例及び就業規則の規定例を幅広く収集し、情報発信。
また、雇用管理上の留意点と併せて、セミナー等により事業主に対して徹底した周知。

▶ さらに、雇用管理上の留意点を踏まえた新たな支援措置を検討（ に向けて）。

３．「多様な正社員」の普及・拡大

10

「日本再興戦略」 「多様な正社員の普及・拡大のための有識者懇談会」 （座長：今野浩一郎学習院大学教授）

をこれまで８回開催 ※ 制度導入企業８社や労使団体からヒアリング。制度導入のメリット、処遇、転換制度、労働条件明示等を議論

「多様な正社員」導入のメリット

「多様な正社員」導入の課題

• 「非正規雇用労働者のキャリア・アップ」、「正社員のワーク・ライフ・バランスの実現」のほか、企業による「優秀
な人材の確保」、「地域に密着した事業展開」、「ものづくり技能の安定的な継承」等のメリット。

• 勤務地や職務の限定や、労働者による頻繁な転換は、企業にとって柔軟な人事配置とのバランスに課題。

• 労働者にとって、企業からの拘束度は緩やかな反面、処遇等への不安について指摘。

• 少子高齢化やグローバル競争の激化の下、我が国にとって、「正規・非正規の働き方の二極化の解消」、
「女性や子育て・介護に直面する人の雇用継続や能力発揮」等のメリット。

を目途に、以下の項目を含む「雇用管理上の留意点」をとりまとめる。

◇ 相互転換制度

◇ その他の雇用管理に関する事項

◇ 労働契約の締結・変更時の労働条件明示の在り方

◇ 処遇の在り方、いわゆる正社員との均衡の在り方

本年年央

26年度中

27年度
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【参考１】 Ａ社（飲食業） ～給与総額アップするも人材の育成のために～

• 平成26年4月から、勤務地限定の正社員制度を導入

⇒ 契約社員のほぼ全て（約800名）を、勤務地限定の正社員へ転換

• 今後の出店計画に対応する上で、店長を担える人材の育成が課題

• 契約社員の正社員化による短期的な人件費増を上回る、人材開発としての投資効果が見込まれる

【参考２】 Ｂ社（保険業） ～女性の活躍できる環境を整備～

• 一般職の職務の範囲を拡大し、勤務地を通勤圏内に限定した正社員制度を導入

• 契約社員（勤務場所が店舗固定、職務の範囲が限定）も、上記の職務・勤務地限定の正社員へ転

換可能

⇒ 労働力人口が減少する中、出産育児等により転勤を望まない女性社員の確保と活躍期待

【効果】 優秀な女性の確保、地域に根付いた人材の確保が可能に

【課題】 契約社員からの転換希望は、勤務地が通勤圏内に拡大するため少ない

【参考３】 Ｃ社（製造業） ～安定的な製造現場の維持、技能の継承を図る～

• 給与水準の地域相場を反映した賃金制度設計による勤務地限定の正社員制度を導入

• 非正規雇用の社員を、能力に応じて毎年100名程度勤務地限定の正社員へ転換

【効果】 ものづくり技能の安定的な継承

【課題】 優秀な人材を配転させたい会社の期待と、本人の勤務地限定の希望とが合わない場合あり

「多様な正社員」を導入する企業の動き・事例

























個人と企業の持続的成長のための働き方改革

2014年5月28日
産業競争力会議 雇用・人材分科会

主査 長谷川閑史

平成26年5月28日第4回
産業競争力会議課題別会合
長谷川主査提出資料



１．「働き方改革」の全体像と残された課題

グローバルレベルで客観性・公正性・予見可能性が高いシステムの創設
⇒ その効果として、労働者間の格差是正、国内への投資増加等

新しい労働時間制度の創設

紛争解決システムの創設

時間ではなく成果で評価される働き方
⇒ その効果として、長時間労働を増長しない、適正な処遇、生産性・創造性の高い働き方の実現等

ジョブ型正社員の普及・拡大
職務内容等と処遇や雇用管理のあり方の明確化
⇒ その効果として、労使双方の権利義務関係の明確化、専門性、キャリア志向の向上等

「働き方改革」の全体像（政策メニュー）

◇成長戦略の「働き方改革」の政策メニュー中において、残された課題である「ジョブ型正社員の普及・ 拡大」
「新しい労働時間制度の創設」、「予見可能性の高い紛争解決システム」は中核となる政策。

世界トップレベルの
雇用環境の実現

諸外国並み透明性ある
雇用ルールの確立

創造性・生産性の高い働き方

失業なき円滑な労働移動

労働移動支援助成金の拡充 ハローワーク情報の開放

ジョブカードの抜本見直しハローワークの評価・公表

キャリアコンサルティングの体制整備

全員参加型・優秀な人材確保

女性の活躍促進

高度外国人の受け入れ拡大

若者・高齢者等の活躍促進

待機児童解消加速化プラン

創造性・生産性の高い働き方
プロフェッショナルの育成

予見可能性の高い
紛争解決システム

新しい労働時間制度の創設
裁量労働などの

既存労働時間制度の見直し

ジョブ型正社員の普及・拡大
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２．改革の大前提：「働き過ぎ防止」・「ブラック企業撲滅」

◇法令の趣旨を尊重しない企業（いわゆるブラック企業）とそれ以外の企業を峻別し、いわゆるブラック
企業を撲滅するための対策強化を図った上で、「働き過ぎ」の防止に向けて、官民ともに積極対応を

（２）企業の役割

◇各企業（特に、自律的な働き方の制度を入れる企業）は、労働者の健康管理、健全な働き方を
守るための整備、運営を徹底する。

定期的な産業医による面談の強化（特に自律的な働き方をする労働者に対して）
内部通報制度の整備、社員への周知徹底
労働時間に関わる情報についてＣＳＲ報告書等による積極開示
労使による生産性向上委員会の設置

（１）政府の役割

◇政府（厚生労働省）は、企業による長時間労働の強要等が行われることのないよう、労働基準監
督署等による監督指導を徹底する等、例えば「ブラック企業撲滅プラン」（仮称）を年内に取りまとめ、
政策とスケジュールを明示し、早期に対応をする。

◇公務員の長時間労働問題の是正徹底について年内を目途に検討する。

労働基準監督の人員強化(※）、定期監督の強化／法令違反立ち入り調査、違反企業等の公表の徹底
悪質な法令違反が確認された企業等の送検・公表の徹底

厚労省本省・都道府県労働局・労働基準監督署・公共職業安定所等の通報制度の周知徹底・機能強化
長時間労働是正に取り組み、成果を上げている優良企業の表彰・公表
ハローワークの求人掲示における従業員定着率や残業時間データの開示
民間活用による監視機能の強化について検討

＜例＞

＜例＞

日本
０．５３

米国
０．２８

英国
０．９３

フランス
０．７４

ドイツ
１．８９

ｽｳｪｰﾃﾞﾝ
０．６４

（※）雇用者１万人当りの監督官数 （厚生労働省労働基準局調べ（2010年））
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３. 新しい労働時間制度の考え方 個人の意欲と能力を最大限に活用するための「新たな選択肢」の提案

◇生産性の向上を図り成果を出すための労働時間制度の新たな選択肢
◇労働時間と報酬のリンクを切り離した、ペイ・フォー・パフォーマンスの浸透
◇長時間労働を増長させない、能力・成果に見合う処遇の確保（不利益変更なし）

考え方

原則、過半数組合をもつ企業に限定導入、労働条件は労使合意内容を労基署届出

ﾎﾟｲﾝﾄ
２

本人の希望・選択で出入り可能なオプト・インの制度

ﾎﾟｲﾝﾄ
３

職務･成果に応じた適正な報酬確保、効率的に短時間で働いて報酬確保
・自己裁量により時間をコントロール。効率的に働けば短時間労働でも報酬は確保。
・不利益変更が発生しないよう、報酬原資イーブンの制度移行、時間外手当原資を新制度の手当てや成果給原資に組

入れるなどの工夫を。

健康確保は、「労働時間上限」、「年休取得下限」等の量的制限の導入、
対象者に対する産業医の定期的な問診・診断など十分な健康確保措置

参考：裁量労働制適用労働者割合：企画型業務型０．３％専門業務型１．２％ ／ 給与所得者の内、1000万円以上３.８％

業務遂行、労働時間等を自己管理し成果を出せる能力のある労働者に限定導入
ﾎﾟｲﾝﾄ

１

ジョブディスクリプションによる職務
の明確化

参考: 裁量労働の効果：効率よく仕事を進めるよう従業員の意識が変化：61.5％/満足度：仕事の裁量が与えられ仕事がし易くなると思った:44.7％

【全ての労働者が対象ではなく、限定された労働者に導入】

+
+

・職務経験が浅い、定型・補助・現業的業務など自己裁量が低い業務に従事する社員は対象外。
・中核的・専門的部門等の業務、一定の専門能力・実績がある人材、将来の幹部候補生や中核人材等が対象。
・量的上限規制を守れない恒常的長時間労働者、一定の成果がでない者は一般の労働管理時間制度に戻す。

【「残業代ゼロ」懸念を払拭し、効率的な働き方で報酬確保】

【長時間・過重労働の防止】

4



（参考）新しい労働時間制度の対象者イメージ（参考）新しい労働時間制度の対象者イメージ

新しい労働時間制度対象者

主に現業的業務

○労働集約的業務
○現業的・定型的等の業務
○厳格な労働時間・健康管
理を要する

例：運送会社運転手
建設会社作業員
自動車メーカー組立工

能
力
・

経
験
・

実
績

経験の浅い若手職員層：定型的・補助的業務層
○上長の業務方針に基づき、業務執行方法等も含めて具体的・詳細な
指示を受けて業務遂行を行う

主に定型的・補助的業務

一定以上の能力や経験はあるが、
〇定型的、補助的、現業的な業務
〇成果が時間要素が高い業務
〇業務目標の設定や遂行方法等の裁量
度が高くない業務
（必ずしも、成果（結果）を主とした評価・
報酬になじまない業務・職種）

例：各部門、業務において自己裁量の割合が低く、
外部要因に影響される業務に従事している者

一般事務職、窓口業務職、販売職、接客職など

業務・執行、労働時間の裁量度 高い低い

高
い

低
い

新しい労働時間制度の
対象者は限定的 ◇職務内容と達成目標が明確で、

一定の能力と経験を有する者。
◇業務目標達成に向けて、業務遂
行方法、労働時間・健康管理等に
ついて裁量度が高く、自律的に働く
人材が対象

●各部門・業務においてイノベーティブな職
務・職責を果たす中核・専門的人材
●将来の経営・上級管理職候補等の人材

Ｐay for Performance
時間と報酬を切り離す

※一定の責任ある業務・職責を有する
リーダー、プロジェクト責任者等
例：
経営企画：全社事業計画策定リーダー
海外プロジェクト（工場立上げ等）リーダー
新商品企画・開発、ブランド戦略等の担
当リーダー
ファンドマネジャー
ＩＴ、金融等ビジネス関連コンサルタント
経済分析アナリスト

新制度対象外
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４.予見可能性の高い労働紛争解決システムの構築

☞ 多くの先進国では紛争解決システムのルールが明確で予見可能性の高いものとなっている。

☞ 「中小企業労働者の保護」、「投資促進による雇用増進」の観点から、グローバルレベルの公正

でかつ予見可能性の高い紛争解決システムの創設に向けて、検討スケジュールを明示して１年
以内を目途に結論を出すようにすべき。

・労働紛争解決システムの分析・整理とその活用のためのツール整備

・金銭救済システム・仲裁の仕組みの検討
金銭救済の仕組みは主要先進国では広く導入。また、日本では労働紛争解決システムが不透

明なため、声の小さい者（裁判に訴える等の法的手段を講じる力や支援のない者など）が不利益を被る仕組みと
なっており、中小企業労働者の保護が不十分。労働者間で格差が生まれている。

米国 英国 ドイツ フランス イタリア スペイン
デン
マーク

シンガ
ポール

香港 韓国
オースト
ラリア

日本

復職に代わる
金銭給付命令
の可否

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ×

（参考①）：主要国の解雇紛争における金銭救済制度

（出典）：産業競争力会議第９回雇用・人材分科会 フレッシュフィールズブルックハウスデリンガー法律事務所資料から抜粋

（参考②）：解決金額に格差が生じている日本の紛争解決システム

（出典）「労働審判制度の利用者調査」（2013,菅野ほか）

「あっせん」（都道府県労働局）
約17.5万円

「「労働審判」（裁判所）
約100万円

「訴訟（和解）」（裁判所）
約300万円
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7

◇『成長戦略進化のための今後の検討方針』（平成26年１月）を踏まえ、「世界トップレベル
の雇用環境」を実現するために、今後の数年間を集中改革期間と位置づける。

◇個別労働法制などについては、従来通り、労働政策審議会にて審議を行う。
◇一方、世界および我が国社会の雇用・労働環境が大きく変化していることを踏まえ、現場
の実態や多様な意見を取り込んだ形で議論を行うために、政府として、雇用改革を成長戦
略の重要な柱として位置づけ、経済政策と雇用政策を一体的・整合的に捉えた総理主導の
政策の基本方針を策定する会議を設け、雇用・労働市場改革に取り組む。

５．「世界トップレベルの雇用環境」の実現に向けた体制づくり

◇世界、市場は、成長戦略の重要政策である「働き方改革」の行方を注視。
◇持続的成長を実現するためには、経済の好循環をつくるために、マクロ経済の視点から雇用

政策を検討する必要。
◇改訂再興戦略では、「働き方改革」の明確なメッセージを打ち出すことが重要。

設備投資の増加
新陳代謝の促進

労働生産性向上
企業収益の増加

雇用と賃金の増加

消費の増加 経済の好循環

持続的な経済成長

「働き方改革」
◇時間ではなく成果で評価される働き方
◇失業なき円滑な労働移動
◇透明性の高い雇用ルール など



労働時間制度、紛争解決システム、

多様な正社員について

平成２６年５月２８日

厚生労働大臣 田村憲久

平成26年5月28日第4回
産業競争力会議課題別会合
厚生労働大臣提出資料



対象者 対応

1 一般の労働者 • 若者の「使い捨て」が疑われる企業等、法令に違反する企業に対する
監督指導の徹底

※平成25年9月 5,111事業場を重点監督

全体の82.0%に法令違反：①違法な時間外労働 43.8% ②賃金不払残業 23.9%

• 「朝型」の働き方の推進
やむを得ない残業は朝に回して、夕方（できる限り定時）に退社

• 「働きすぎ」の改善（長時間労働抑制策、年次有給休暇取得促進策）
• 労働政策審議会で議論

割増賃金の在り方
労働時間の量的上限、勤務間インターバル
年次有給休暇の一部について時季指定を使用者に義務づけること

＜ニーズ＞
• 企業における法令遵守の徹底
• 長時間労働の抑制

週60時間以上働く雇用者 8.8%（474万人）
＜うち30代男性 17.2%（124万人）＞

• 年次有給休暇の取得促進
年休取得率 47.1%（前年比▲2.2ﾎﾟｲﾝﾄ）

cf.) 「ワーク・ライフ･バランス憲章」2020年目標値
• 週60時間以上働く雇用者 5.0%
• 年休取得率 70.0%

育児・介護の事情がある労働者

＜ニーズ＞
• 始業・終業の柔軟化、突発事態への対応

職業キャリアの継続・安定

• フレックスタイム制の活用促進
• テレワークの普及
• 「朝型」の働き方の推進【再掲】

２
企業の中核部門・研究開発部門等で
裁量的に働く労働者

• 企業の競争力強化、労働者の創造性・高度な職業能力の発揮に資する
裁量労働制の新たな枠組みの構築

企業の中核部門・研究開発部門等で裁量的に働く労働者について、健康と適切な
処遇の確保を図りつつ、裁量労働制の新たな枠組みの構築を検討（補助的・現業
的・定型的業務に従事する労働者、職務経験が浅い労働者などは対象から除く）

業務遂行のための標準的な労働時間を労使で設定することにより、生産性を上げ、
結果としてワーク・ライフ・バランスにも資するような働き方を実現

＜ニーズ＞
• 創造性・高度な職業能力の発揮
• 企業の中核部門等の労働者の生産性向上

３ 成果で評価できる世界レベルの高度専門職
• 「時間ではなく成果で評価できる仕事」に関する労働時間制度の構築を
検討

1

Ⅰ．総合的な労働時間制度の検討

労働基準法の改正も検討

「労働時間等設定改善指針」の改正も検討



対応 内容 具体的な取組 備考

監督指導の徹底
• 法令に違反する企
業に対する監督指
導の徹底

• 全国の労働基準監督署で、
若者の「使い捨て」が疑わ
れる企業等への重点監督
を実施

• 産業競争力会議 雇用・人材分科会主査ペーパー
（4/22）

問題のある企業を峻別して労働基準監督署による
監督指導の徹底が必要

「朝型」の働き方
の推進

• 「やむを得ない残業
は朝に回して、夕方
に退社する取組」を
国民的な運動として
推進

※「残業ゼロ」を目指した
上での取組
▶ 男性の育児参加を増

やす

• 「労働時間等設定改善指
針」に趣旨や取組パター
ンを盛り込むことを検討

• 好事例の収集・モデル化
※「仕事と生活の調和推進官民

トップ会議」等で認識を共有化
してはどうか

• ドイツ・イギリスのホワイトカラー正社員との勤務スタ
イル比較
「８時より前」に仕事を始める人
・・・日本7.0% ドイツ46.7% イギリス20.6%

「17時より前」に仕事を終える人
・・・日本3.7% ドイツ51.1% イギリス36.7%

• 日本企業でも「朝型」の社内ルールを設ける動き（図）
月平均残業時間（実績）が1割減

「働きすぎ」の改善
• 長時間労働抑制策、
年次有給休暇取得
促進策の検討

• 労働政策審議会で議論
割増賃金の在り方

労働時間の量的上限、勤
務間インターバル

年次有給休暇の一部につ
いて時季指定を使用者に
義務づけること

• 経済財政諮問会議 民間議員ペーパー（4/22）
＜長時間労働の抑制＞
○「働きすぎ」改善のための様々な手法の検討

例えば労働時間上限規制、有給休暇強制取得、
労働時間貯蓄制度など

一般の労働者 ～健康、ワーク・ライフ・バランスの確保～

2

朝勤務 休
憩

所定労働所定労働

7:00 12:00 13:00 18:009:00

時間が限られる
効率的に働く

19:00 全社的に一定時刻以降
の残業は原則禁止！

＜企業の実践例＞

やむを得ない残業は朝に回す



対応 内容 具体的な取組 備考

フレックスタイム制
の活用促進

• 働く時間を自由に決
められる「フレックス
タイム制」の改革

※始業・終業時刻や中抜
けも自由。企業によって
は出勤日も自由に決め
られる。

• 労働政策審議会で議論
• 労働基準法改正を検討

清算期間の延長

清算の際に年休を充てるこ
とができる仕組み

完全週休2日制の場合にお
ける、月の法定労働時間の
「枠」の特例

• Ｑ．フレックスタイム制に不便を感じたことはあるか？

テレワークの普及

• 「少なくとも週1回は
在宅で働くスタイル」
の普及

▶ 通勤時間を生活時間
に

• 分野・企業規模を問わず、
誰でもテレワークができる
ような「ノウハウ」「設備」
「社内の制度」の整備

• テレワーク実証事業（平成26年度～）で業務目標の
設定や人事評価のノウハウを開発・周知

• 「テレワーク」と「所定労働時間の変更」の組合せ
働く時間と場所の柔軟化を実現

「朝型」の働き方
の推進
【再掲】

• 「やむを得ない残業
は朝に回して、夕方
に退社する取組」を
国民的な運動として
推進

※「残業ゼロ」を目指した
上での取組
▶ 男性の育児参加を増

やす

• 「労働時間等設定改善指
針」に趣旨や取組パター
ンを盛り込むことを検討

• 好事例の収集・モデル化
※「仕事と生活の調和推進官民

トップ会議」等で認識を共有化
してはどうか

• ドイツ・イギリスのホワイトカラー正社員との勤務スタ
イル比較

「８時より前」に仕事を始める人
・・・日本7.0% ドイツ46.7% イギリス20.6%

「17時より前」に仕事を終える人
・・・日本3.7% ドイツ51.1% イギリス36.7%

• 日本企業でも「朝型」の社内ルールを設ける動き
子育て中の社員が早い時間に帰りやすい雰囲

気になったとの声

労働者 事業場

ある 15.1% 47.9%

ない 81.9% 46.7%

具体的に見直すべき点（M.A）

①清算期間が短い 94.2%
②複数月をまたぐ清算が困難 16.9%
③週休2日制の場合、法定労働時間
の枠を超える月がある 5.6%

育児・介護の事情がある労働者 ～職業キャリアの継続～

3
保育所へ

フレックスタイムを活用して
夫婦で子育ての役割分担

休
憩フレックス フレックス

所定労働 休
憩 所定労働

12:00 13:00 18:009:00

保育所へお迎え



対応 内容 具体的な取組 備考

裁量労働制の新た
な枠組みの構築

• 企業の競争力強化、労働者
の創造性・高度な職業能力
の発揮に資するよう、裁量労
働制の新たな枠組みの構築

• 業務遂行のための標準的な
労働時間を労使で設定する
ことにより、生産性を上げ、
結果としてﾜｰｸ･ﾗｲﾌ･ﾊﾞﾗﾝｽ
にも資するような働き方を実
現

• 労働政策審議会で議
論
企業の中核部門・研
究開発部門等で裁量
的に働く労働者につ
いて、健康と適正な
処遇の確保を図りつ
つ、新たな裁量労働
制の構築を検討

• 「企画業務型裁量労働制」適用労働者の満足度
「満足」「やや満足」・・・76.4％

「やや不満」「不満」・・・19.9％

• 裁量労働制への評価

企業の中核部門・研究開発部門等で裁量的に働く労働者 ～創造性・能力の発揮～

企画業務型裁量労働制

労働者 事業場

今のままでよい 75.1% 68.6%

変更すべき 21.1% 29.3%

補助的・現業的・定型的業務に従事する労働者
通常の労働者により容易に代替可能な業務に従事する労働者
顧客との関係等のために、一定の時間帯を設定して遂行される業務に従事する労働者
「職務経験が浅い」等、企業の中核部門等の中にあってもふさわしくない労働者

※以下の労働者は、「裁量労働制の新たな枠組みの構築」の対象に含めない

対応 内容 具体的な取組 備考

「時間ではなく成果
で評価できる仕事」
に関する労働時間
制度の構築

• 成果で評価できる世界レベ
ルの高度専門職を対象とし
た制度の構築

• 具体的には労働政
策審議会で議論（※）

※論点
対象者、法的効果、要件等

成果で評価できる世界レベルの高度専門職

4



Ⅱ．予見可能性の高い紛争解決システム

○労働審判事例等の分析 分析の上で我が国の実情に即した対応について幅広く検討

◆ 労働局におけるあっせんについて分析・整理を実施。労働審判、裁判における和解事案についても、
法務省を通じ裁判所と調査方法等について調整中。

相談件数： 51,515件
あっせん申請件数：

1,904件

８割以上で100万円未満
※10万円以上20万円未満
が24.9%で最も多い

※一部労働局での悉皆調査

新受件数： 1,735件
調停成立： 1,282件

約５割の事案で100万円未満
※1,000万円を超える事案も
存在

※アンケート調査

新受件数： 1,026件
終局事案： 963件
うち和解：482件
うち判決：343件

約７割の事案で100万円超
※50万円を下回る事例の一
方、１億円超の事例も存在

※アンケート調査

個別労働紛争解決制度

総合労働相談に加え、都道府県労働局長が求め
に応じ、助言、指導、あっせんを実施（H13年度～）

労働審判
裁判所において、裁判官と労働関係の専門的な
知識経験を有する労働審判員が、原則３回以内
の期日で迅速な紛争処理を実施（H18年度～）

裁判
究極的な民事紛争の解決手段

件数（解雇関係）
既存の解決金額状況
に係る調査結果

◆ 諸外国における仲裁合意等の関係制度、運用状況について、雇用システムと併せて調査を実施。

直近の状況について、
調査、分析・整理を実施

法務省を通じ裁判所と
調査方法等を調整中

○ 日本では、景気後退期に、新規採用の削減や休業、配置転換・出向等の手段を尽くしてもなお雇用を終了せざるを得ない場
合、整理解雇に至る前に、労使協議の上で、退職金の割増による早期退職者の募集や退職勧奨が行われる傾向が、大企業
を中心に見られる。
※企業規模別退職一時金割増の状況（人事院「民間企業退職給付調査（平成24年）」、45歳退職のケース）

1,000人～ 50～99人

希望退職制度 2.67倍 1.40倍

早期退職優遇制度 1.94倍 1.45倍

※希望退職募集時に退職一時金の割増を行う企業は、
「1,000人～」では94.4％、「50～99人」では83.3％

※早期退職優遇制度のある企業は、
「1,000人～」では43.9％、「50～99人」では5.2％ 5



▶ 26年度事業として、 に、専門性の高い高度人材を含む多様な正社員のモデル
となる好事例及び就業規則の規定例を幅広く収集し、情報発信。
また、雇用管理上の留意点と併せて、セミナー等により事業主に対して徹底した周知。

▶ さらに、雇用管理上の留意点を踏まえた新たな支援措置を検討（ に向けて）。

Ⅲ．「多様な正社員」の普及・拡大

「日本再興戦略」 「多様な正社員の普及・拡大のための有識者懇談会」 （座長：今野浩一郎学習院大学教授）

をこれまで１１回開催 ※ 制度導入企業８社や労使団体からヒアリング。制度導入のメリット、処遇、転換制度、労働条件明示等を議論

「多様な正社員」導入のメリット

「多様な正社員」導入の課題

• 「非正規雇用労働者のキャリア・アップ」、「正社員のワーク・ライフ・バランスの実現」のほか、企業による「優秀
な人材の確保」、「地域に密着した事業展開」、「ものづくり技能の安定的な継承」等のメリット。

• 勤務地や職務の限定や、労働者による頻繁な転換は、企業にとって柔軟な人事配置とのバランスに課題。

• 労働者にとって、企業からの拘束度は緩やかな反面、処遇等への不安について指摘。

• 少子高齢化やグローバル競争の激化の下、我が国にとって、「正規・非正規の働き方の二極化の解消」、
「女性や子育て・介護に直面する人の雇用継続や能力発揮」等のメリット。

を目途に、以下の項目を含む「雇用管理上の留意点」をとりまとめる。

◇ 相互転換制度

◇ その他の雇用管理に関する事項

◇ 労働契約の締結・変更時の労働条件明示の在り方

◇ 処遇の在り方、いわゆる正社員との均衡の在り方

本年年央

26年度中

27年度
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【参考１】 Ａ社（飲食業） ～給与総額アップするも人材の育成のために～

• 平成26年4月から、勤務地限定の正社員制度を導入

⇒ 契約社員のほぼ全て（約800名）を、勤務地限定の正社員へ転換

• 今後の出店計画に対応する上で、店長を担える人材の育成が課題

• 契約社員の正社員化による短期的な人件費増を上回る、人材開発としての投資効果が見込まれる

【参考２】 Ｂ社（保険業） ～女性の活躍できる環境を整備～

• 一般職の職務の範囲を拡大し、勤務地を通勤圏内に限定した正社員制度を導入

• 契約社員（勤務場所が店舗固定、職務の範囲が限定）も、上記の職務・勤務地限定の正社員へ転

換可能

⇒ 労働力人口が減少する中、出産育児等により転勤を望まない女性社員の確保と活躍期待

【効果】 優秀な女性の確保、地域に根付いた人材の確保が可能に

【課題】 契約社員からの転換希望は、勤務地が通勤圏内に拡大するため少ない

【参考３】 Ｃ社（製造業） ～安定的な製造現場の維持、技能の継承を図る～

• 給与水準の地域相場を反映した賃金制度設計による勤務地限定の正社員制度を導入

• 非正規雇用の社員を、能力に応じて毎年100名程度勤務地限定の正社員へ転換

【効果】 ものづくり技能の安定的な継承

【課題】 優秀な人材を配転させたい会社の期待と、本人の勤務地限定の希望とが合わない場合あり

「多様な正社員」を導入する企業の動き・事例
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